
 

議 案 第 7 4 号 

 

 

 

 

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和７年１２月２３日 

 

 

 

（提出者）              

世田谷区教育委員会     

教育長  知久 孝之 

 

 

 

 

 

（提案説明） 

東京都の関連規則の改正に合わせ、従事時間要件を緩和し、一部支給区分における支給額

を引き上げる改正を行う。 
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   幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則（平成１２年３月世田谷区教育委員会

規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中「終日に及ぶ」を「半日」に、「７時間４５分」を「４時間」に、「午

後１１時」を「午後９時」に、「午前２時」を「午前４時」に改める。 

 別表第２中「７，５００円」を「８，０００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前の勤務に係る教員特殊業務手

当のうち施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。 
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幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則 ○幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則 

平成12年３月31日世教委規則第21号 平成12年３月31日世教委規則第21号 

附 則 

（施行期日） 

 

１ この規則は令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前の勤務に係る

教員特殊業務手当のうち施行日以後に支給するものについては、なお

従前の例による。 

 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 業務に従事

する日 

幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関す

る条例（平成12年３月世

田谷区条例第21号）に規

定する週休日、休日及び

代休日 

その他の日   業務に従事

する日 

幼稚園教育職員の勤務時

間、休日、休暇等に関す

る条例（平成12年３月世

田谷区条例第21号）に規

定する週休日、休日及び

代休日 

その他の日  

 業務の程度 １ 半日程度（日中４時

間以上） 

１ 正規の勤務時間に引

き続き午後９時まで 

  業務の程度 １ 終日に及ぶ程度（日

中７時間45分以上） 

１ 正規の勤務時間に引

き続き午後11時まで 

 

 ２ （略） ２ 午前４時から午前８

時まで 

  ２ （略） ２ 午前２時から午前８

時まで 

 

  ３ （略）    ３ （略）  

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 支給範囲 支給額   支給範囲 支給額  

 職員が、幼稚園の管理下において行う非

常災害時等の緊急業務で次に掲げる業務

に従事したとき。 

    職員が、幼稚園の管理下において行う非

常災害時等の緊急業務で次に掲げる業務

に従事したとき。 
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改正後 改正前 

 １・２（略） （略）    １・２（略） （略）   

 ３ 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の

業務に従事したとき。 

日額 8,000円   ３ 幼児の負傷、疾病等に伴う救急の

業務に従事したとき。 

日額 7,500円  

 ４ 幼児に対する緊急の補導業務に従

事したとき。 

日額 8,000円   ４ 幼児に対する緊急の補導業務に従

事したとき。 

日額 7,500円  
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